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はじめに 

 

 本市の行政改革は、平成１９年３月に策定した「筑西市行政改革大綱」以降、

第１次・第２次・第３次と、継続して行政改革に取り組み、徹底した経費の削

減や、定員適正化計画による職員数の削減、事務事業の簡素合理化や、官民連

携による市民サービスの向上などに一定の効果を挙げてきました。 

 しかしながら、全国共通の課題として、人口減少・少子高齢化の進行に伴う

社会保障費の増加や、公共施設等の老朽化による維持修繕費の増加が見込まれ

る一方、歳入面では、市税収入の伸びが期待できないことや、合併自治体に保

障されてきた地方交付税の加算が令和元年度をもって終了するなど、従来にも

増して厳しい財政事情の中で行政運営を進めていかなければなりません。 

 また、人口の東京一極集中や少子高齢化の進行という日本全国の潮流の中で、

本市も依然として人口減少が続いており、さらなる対策の強化が必要な状況に

あります。加えて、頻発する自然災害への対策や、国が進める地方行政サービ

ス改革への対応など、地方自治体に求められる役割はますます多様化し、そし

て重大になっており、限られた人材で自治体が担うべき機能を維持するために

は、あらゆる手法を用いた業務改革を推し進める必要があります。 
 

 自治体経営は、限られた財源の中で、いまを生きる人々の住民ニーズに応え

つつ、将来の人々に負担を残さないように、行政サービスの最適化を図る活動

だと考えます。そのために、将来予想される課題に対して、いまからできる改

革に早急に取り組み、将来都市像として掲げる「あらゆる世代が安心して暮ら

せる元気都市 筑西」を目指してまいります。 
 

 本市ではこの度、「第４次筑西市行政改革大綱」を策定し、これまでに引き

続き徹底した行政改革に取り組み、持続可能な行政サービスを将来にわたって

提供し続けることができるよう『未来志向の行財政経営』を推進してまいりま

す。 

 

   令和２年３月 

 

筑西市長 須 藤   茂 
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１ 筑西市の現状と課題 

 

（１）人口減少と少子高齢化の更なる進行 

   全国的に少子高齢化が進行する人口減少社会にあって、本市においても１９９

５年（平成７年）の１１８，０７８人をピークに、人口減少傾向が続いています。

２０１５年（平成２７年）の本市の人口は１０４，５７３人でしたが、国立社会

保障・人口問題研究所のデータに基づく将来人口推計によると、２０４０年には

７７，４４０人、２０６０年には５４，０６６人まで人口が減少すると予測され

ます。（図1-1） 

   また、総人口のうち約４４％が６５歳以上の高齢者になると予測され、人口減

少・少子化に加え高齢者の割合が高まる超高齢化が進むものと見込まれます。 

  （表1-1） 

 

■図1-1 筑西市の人口の推移と将来人口の推計 

 
             （資料:1990年から2015年までは、国勢調査の結果を引用（総人口には年齢不詳を含む。）  

                 2020年以降は、「第２期筑西市まち・ひと・しごと創生  人口ビジョン・総合戦略」の 

                 将来人口推計  パターン１（社人研推計準拠の推計）のデータを引用） 

 

◆表1-1 筑西市の将来人口の推計（年齢構成別） 
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（２）職員数の減少と多様化する市民ニーズへの対応 

市の職員数については、第１次から第３次行政改革にわたる段階的な定員適正

化の取組や、平成３０年１０月に新中核病院（茨城県西部メディカルセンター）

が開院し、医療職の職員が地方独立行政法人茨城県西部医療機構に身分を移行し

たことなどから、平成１７年の合併当初から比較すると約４００人減少しました。

（図1-2） 

一方で、人口減少・少子高齢化や、高度情報社会の急速な進展など、社会経済

情勢の変化を背景に、市民の価値観や生活スタイルは大きく変化しており、今後

は、限られた職員数で高度化・多様化する市民ニーズに的確に応えていかなけれ

ばなりません。そのためには、市民が求めるサービスの形や仕組みを検証すると

ともに、すべての事務事業をゼロベースで見直し、真に必要なサービスを着実に

提供していく必要があります。 

 

■図1-2 市職員数の推移 

 

（資料：第４次筑西市定員適正化計画（平成３１年３月策定）から） 

 

（３）厳しい財政状況 

職員数の削減により人件費は減少してきましたが、人口減少・少子高齢化の進

行による介護や医療、子育て支援などの社会保障関係経費（扶助費※）の歳出が、

平成１７年の合併当初から約２倍に増加しています（図1-3） 

また、この間、新中核病院整備のため病院事業などの企業会計へ毎年約１２億

円、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、下水道事業などの特別会計

へ毎年約５０億円と、一般会計から多額の繰出金等を支出しています。（図1-4） 

更には、平成１７年度の地方債※残高は約３９２億円（市民１人当たり約３５

万円）でしたが、合併特例債や、財源不足を補てんするための臨時財政対策債※

などの増加により、平成３０年度の地方債残高は約４２２億円（市民１人当たり

約４１万円）となり、年々増加傾向にあります。（図1-5） 
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加えて、普通交付税※の合併算定替※が平成２７年度から段階的に縮小し、平成

２５年度には最大約２２億円あった普通交付税の加算額が令和元年度で終了する

ことから、歳出に見合った歳入予算を確保することが非常に厳しい状況になって

います。（図1-6） 

こうした状況を踏まえ、持続可能な住民サービスを将来にわたって提供し続け

ていくためには、歳出の削減を図りつつ、長期的な地方債残高の縮減に取り組む

とともに、新たな財源の確保や公営企業※改革など、計画的な財政運営に取り組

んでいく必要があります。 

 

■図1-3 人件費・扶助費の推移 

 

（資料：決算統計から） 

 

■図1-4 企業会計・特別会計への繰出金等の状況 
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■図1-5 地方債残高と市民一人当たりの借入金 

 

（資料：決算統計等から） 

 

■図1-6 合併算定替による普通交付税の加算額の推移 

 
（資料：普通交付税算定結果から） 

 

（４）公共施設等の老朽化 

筑西市には、市役所庁舎、小中学校、公民館、福祉施設、スポーツ施設など、

市民の一般利用が目的の公共施設が１３６施設あり、その半数以上が築後３０年

以上経過しています。（図1-7） 

東日本大震災の後、老朽化した建物の大規模改修や建替えを進めてきましたが、

今後も引き続き安全に公共施設を使用するためには、多くの費用（財源）が必要

となる見込みです。その費用を総務省監修の「公共施設等更新費用試算ソフト」

により簡易的に試算すると、今ある公共施設を維持するために今後４０年間に必

要な費用は約１，９２６億円、１年当たり約４８億円と推計されます。（図1-8） 
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また、道路や橋りょう、上下水道、農業集落排水などのインフラ資産も老朽化

が進んでおり、快適な市民生活を維持するためには、耐用年数に応じた修繕や更

新が必要となります。その費用を簡易的に試算すると、今あるインフラ資産を維

持するために今後４０年間に必要な費用は約１，９６６億円、１年当たり約４９

億円と推計されます。（図1-9） 

今後は、公共施設やインフラの適正な維持管理により市民の安全・安心を確保

しつつ、将来に大きな財政負担を残さないよう維持管理費用の縮減を図る必要が

あります。 

 

■図1-7 公共施設の築後経過年数割合（面積割合） 

 

（資料：「公共施設白書（改訂版）」から） 

 

■図1-8 公共施設の更新費用推計 

 

（資料：「公共施設白書（改訂版）」から） 
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■図1-9 インフラの更新費用推計 

 

（資料：「公共施設白書（改訂版）」から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

直近５年平均  
22.3 億円  

更新費用の試算  
49.2 億円/年  

2.2 倍  
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（５）地方行政サービス改革への対応 

① これまでの地方分権改革 

    平成５年に、衆参両院において「地方分権の推進に関する決議」がなされ、

「第一次地方分権改革」がスタートしました。これにより、機関委任事務制度※ 

   の廃止など、国と地方の役割分担を明確にする改革が行われてきました。しか

し、バブル経済の崩壊などにより、国も地方も財政的に非常に厳しい局面を迎

え、これに対応するための手段として「市町村合併」が進められ、平成１７年

３月に４市町が合併し、筑西市が誕生しました。 

    これと時期を同じくして、「地方でできることは地方で」という理念のもと、

「第二次地方分権改革」がスタートしました。これにより、地方に対する「義

務付け・枠付けの見直し（規制緩和）」や「市町村への権限移譲」が進み、住

民に最も身近な基礎自治体である市町村の役割を重視する改革が進められまし

た。その後も、地方自治体の発意による「提案募集方式※」の導入など、より

地方の自主性・自立性を求める改革が進められてきました。 

② 今後求められる地方行政サービス改革 

    経済財政運営と改革の基本方針２０１５（いわゆる「骨太の方針２０１５」）

と、これに基づき策定された「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項

（平成２７年８月総務省通知）」では、「行政サービスのオープン化・アウト

ソーシング等の推進」、「ＰＰＰ※／ＰＦＩ※の拡大」など、民間事業者と連携

した行政サービスの改革が求められています。（巻末資料２参照） 

    また、人口減少・高齢化がピークを迎える見込みである２０４０年頃を見据

えて自治体が取り組むべき課題を整理した「自治体戦略２０４０構想研究会第

一次報告（平成３０年４月）・第二次報告（平成３０年７月）」では、ＡＩ※

やロボティクスなど先進的な技術を駆使して事務作業を自動処理し、職員は企

画立案業務や住民への直接的なサービスの提供など、職員でなければできない

業務に注力する「スマート自治体への転換」等が必要であると提言されていま

す。（図1-9）・（巻末資料３・４参照） 

 

■図1-9 スマート自治体への転換（イメージ図） 
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２ これまでの行政改革の取り組み 

（１）第１次行政改革（平成１８年度～平成２１年度） 

   筑西市の行政改革は、「財政の健全化と市民福祉の向上」を目指して、合併後

１年が経過した平成１８年度から本格的にスタートしました。平成１９年３月に

策定した「筑西市行政改革大綱」に基づき、収納対策強化による歳入確保や徹底

した経費の削減に取り組み、市税等収入の増収や、人件費等の歳出削減など、

『危機的財政状況からの脱却』に成果を挙げてきました。 

 

（２）第２次行政改革（平成２２年度～平成２６年度） 

   第１次行政改革において、財政構造健全化に一定の成果を挙げることができま

したが、その一方で、歳出削減による総体的な事業規模の縮小を余儀なくされま

した。そこで、平成２２年３月に策定した「第２次筑西市行政改革大綱」では、

『量から質の行革への転換』による「持続可能な筑西市の創造」を目標に掲げ、

収納事務・事務事業の簡素合理化や、サービスの質の改革に取り組みました。 

 

（３）第３次行政改革（平成２７年度～令和元年度） 

   平成２７年３月に策定した「第３次筑西市行政改革大綱」では、『将来を見据

えた行政経営』を基本方針に掲げ、①サービス改革・②職員改革・③財産改革・

④財政改革の４つを柱として、行政改革を推進してきました。 

   ①サービス改革では、市民が満足する行政サービスの提供を目指し、窓口業務

の休日開庁の実施や、マイナンバーカード※を活用した証明書のコンビニ交付な

ど、市民サービスの向上に取り組みました。 

   ②職員改革では、市民から信頼される職員づくりを目指し、定員適正化計画※

による職員の適正管理や、手話対応職員養成のための講座の実施など、職員の資

質向上に取り組みました。 

   ③財産改革では、市民が納得する効率的な財産活用を図るため、市の財産であ

る公共施設について、適正配置・適正管理の取組を推進してきました。他にも、

地区間格差の是正を目的とした公共施設使用料の適正化に取り組みました。 

   ④財政改革では、市民が安心できる計画的な財政運営を図るため、正確で分か

りやすい財務情報に向けて、統一的な基準による地方公会計の整備を進めてきま

した。また、低未利用地※の売払いなど市の歳入強化に取り組みました。 

 

◆表1-2 これまでの行政改革の主な取組 

第１次行政改革 

(H18～H21) 

第２次行政改革 

(H22～H26) 

第３次行政改革 

(H27～R1) 

○職員数２１３人削減 

(H17.4→H21.4) 

○収納対策強化 

○手数料の改定 

○職員数１０９人削減 

(H21.4→H27.4) 

○民間公募の指定管理者制

度導入 

○職員数８５人削減 

(H27.4→H31.4) 

○指定管理者制度の導入推

進 
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○窓口業務の時間延長 

○行政評価の導入 

○事務処理マニュアルの整

備 

○有料広告の導入 

○契約事務の一本化 

 

○民間委託の推進 

○公共施設適正配置の推進 

 ・公共施設白書の策定 

 ・公共施設適正配置に関

する指針の策定 

○収納事務・支払事務の効

率化 

 ・口座振替依頼書の様式

統一 

 ・公共料金一括口座振替 

 ・納税コールセンターの

設置 

 ・コンビニ収納 

○手数料の改定 

○事務決裁手続の簡素化 

○行政評価支援システムの

導入 

○入札制度の見直し 

○ファイルサーバシステム

の導入 

 

○公共施設適正配置・適正

管理の推進 

 ・公共施設適正配置のた

めの基本方針の策定 

 ・地区公民館の複合化 

 ・公共施設包括管理業務

委託の導入 

 ・公共施設使用料適正化 

○窓口業務休日開庁の実施 

○マイナンバーカードの導

入・利用促進 

 ・諸証明書コンビニ交付 

 ・かんたん窓口システム

の導入 

○外部評価制度の推進 

○ポータルサイトを活用し

たふるさと納税の拡充 

○手話対応職員の養成 

○低未利用地の売払い 

○統一的な基準による地方

公会計の整備 

 

３ 行政改革の必要性 

   筑西市ではこれまで、平成１７年の合併以来、第１次・第２次・第３次と、継

続して行政改革に取り組み、人件費の削減など一定の効果を挙げてきました。し

かし、全国の地方自治体に共通する⑴人口減少と少子高齢化の更なる進行、⑵職

員数の減少と多様化する市民ニーズへの対応、⑶厳しい財政状況などの課題を解

決する『特効薬』はなく、この状況は長期的に続くことが予想されます。加えて、

⑷公共施設の老朽化、⑸地方行政サービス改革の推進など、将来を見据えた行政

課題にも的確に対応していく必要があります。 

   このような中にあって、「限られた財源」と「限られた人材」で、人口減少を

はじめとする諸課題に対応しつつ、持続可能な行政サービスを提供し続けるため

には、行政自らが変革するとともに、将来予想される危機を「遠い未来」のこと

として傍観することなく、現時点から取り組むべき改革に早急に着手する必要が

あると考えます。 

   そこで筑西市では、「第４次筑西市行政改革大綱」を策定し、今後も引き続き、

徹底した行政改革に取り組んでまいります。 
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１ 改革の基本目標 

 

  持続可能な住民サービスを将来にわたって安定して提供し続けることができるよ

う、『未来志向の行財政経営』を図ることを第４次行政改革大綱の基本目標としま

す。同時に、人口減少の進行などにより将来予想される危機を自らの危機と認識し、

「いまできる改革・いますべき改革」に積極的に取り組みます。 

 

２ 改革の柱 

  改革の基本目標を達成するため、次の３つを「改革の柱」として位置付けます。 

 

 

   ＩＣＴ※技術を活用した行政手続の簡略化・ワンストップ化等を推進し、市民

サービスの向上を図るとともに、サービスの提供に必要な事務処理の省力化、情

報システムの標準化・共通化などに取り組みます。 

 

 

   公共施設やインフラ資産を適正に管理し、維持管理経費や更新費用を抑制する

とともに、市有資産の有効活用に取り組みます。 

 

 

   徹底した歳出の削減と、長期的な市債残高の縮減に取り組むとともに、新たな

歳入の確保や、公営企業の経営改革などに取り組みます。  

 

■図 2-1 改革のイメージ 

 

  

第２ 第４次行政改革大綱の基本方針 

『未来志向の行財政経営』～未来
あ す

のために いまできること～ 

１．市民サービスマネジメント 

２．行政資源マネジメント 

３．歳入・歳出マネジメント 
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３ 改革の重点項目 

３つの改革の柱の下に、具体的な取組事項となる１２の重点項目を設定し、計画的

かつ着実に実行することを目指します。 

 

 

 

 

 ⑴ 市民サービスの向上 

   ＩＣＴ技術を活用した各種届出書類（手書き書類）の簡略化や、手続窓口のワ

ンストップ化、手数料等支払方法のキャッシュレス化などを図ります。また、マ

イナンバーカード※の普及と、マイナンバーカードを活用した市民生活の利便性

の向上を図ります。 

 

 ⑵ 組織機構改革と職員の意識改革 

   複雑・多様化する市民ニーズや新たな行政課題に的確かつ迅速に対応するため、

効率的で柔軟な組織体制の構築を図ります。 

   職員研修制度を充実させ、職員個々の能力を醸成する機会を積極的に提供する

とともに、筑西市の現状と課題を的確に認識し、市民感覚とコスト感覚のバラン

スをもって仕事に取り組む職員の育成を図ります。 

 

 ⑶ ＩＣＴ技術の活用による業務効率化 

   インターネットやスマートフォン等のＩＣＴを活用した業務システムの充実を

図り、市民視点に立った行政サービスのデジタル化を推進します。 

   業務フローの見直しを図るとともに、ＡＩ※やＲＰＡ※など先進的技術を活用し

た業務の省力化・効率化等を図り、「働き方改革」を推進します。 

   情報システム等に係る開発・運営コストを抑制するため、仕様の標準化・共通

化を推進します。 

 

 ⑷ 行政評価制度等の充実・強化 

   これまで実施してきた行政評価※手法を再検討し、事務事業のスクラップ・ア

ンド・ビルド※に資するための行政評価制度の充実・強化を図ります。 

   また、市役所業務の適正な執行について、自らがルール化しリスク管理を行う

内部統制制度※の導入について検討します。 

 

 ⑸ 自治組織、ＮＰＯ等との協働・民間活力導入 

   地域社会を構成する市民、自治組織、民間団体、事業者等と行政が相互の連携

を図り、それぞれの役割と責任を分担して協働していくための環境づくりを推進

します。 

   指定管理者制度※やＰＦＩ※など官民連携による民間活力の導入を積極的に推進

することで、限られた人材を必要な行政サービスに集中することにより、行政サ

ービスの質の向上を図ります。 

１．市民サービスマネジメント 
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 ⑴ 公共施設等の老朽化対策と適正管理 

   公共施設やインフラの維持管理について、「事後保全」から「予防保全」への

転換を図り、利用者の安心安全の確保と施設の長寿命化を推進します。 

   各施設の老朽化の状況等を横断的に比較し、優先順位に基づく中長期修繕計画

を策定し、維持管理・更新経費の平準化を図ります。 

 

 ⑵ 公共施設等の適正配置と計画的な更新 

   平成２６年度に策定した「公共施設適正配置に関する指針（公共施設等総合管

理計画）」及び平成２８年度に策定した「公共施設適正配置のための基本方針」

に基づき、施設類型ごとの特性を踏まえて全庁横断的な検討を重ね、具体的な方

向性を示す「適正配置実施計画（個別施設計画）」を策定します。 

   また、同計画や人口減少・少子高齢化等の動態を踏まえ、将来を見据えた施設

総量の最適化や、廃止・転用・多機能化・複合化など戦略的な公共施設の適正配

置を検討します。 

 

 ⑶ 公有財産の有効活用 

   公有財産を資産と捉えて、新たな歳入を得るための方策を検討します。 

   市有地の売却や、借地の返還、必要な借地の買取り、適正な賃貸借基準の設定

など、市有地の有効活用と適正管理を図ります。遊休地（低未利用地※）や公共

施設の再編等に伴う跡地についても、貸付や売却を含めた有効活用を検討します。 

 
 

 

 

 

 ⑴ 受益者負担の適正化 

   受益者負担※の考え方は、特定の行政サービスを利用する人が応分の負担をす

ることによって、サービスを利用しない人との負担の公平性を確保するというも

のです。行政サービスの料金設定にあたっては、負担公平、負担均衡の観点から

定期的に見直しを行い、受益者負担の適正化を図ります。 

 

 ⑵ 歳入の確保・税外収入の拡大 

   市税等の減少や普通交付税の合併算定替の終了など、今後も歳入の増加を見込

むことは厳しい状況にあります。このことから、広告収入や国県補助金等の確保、

ふるさと納税、公有財産の有効活用など、多様な財源の確保に努めます。 

   歳入の根幹である市税収入については、課税客体等の的確な把握に努めるとと

もに、徴収体制の組織強化を図り、徴収率の向上に努めます。 

 

 

２．行政資源マネジメント 

３．歳入・歳出マネジメント 



第４次筑西市行政改革大綱   

- 13 - 

 ⑶ 地方債残高の縮減等 

   地方債は、公共施設の建設や災害復旧事業など単年度に多額の財源を必要とす

る事業について、地方債※の発行により資金を調達することで、事業の円滑な執

行が確保できるとともに、元利償還金※という形で財政負担を後年度に平準化す

ることによる、世代間の負担調整機能を有しています。しかし、地方債残高が増

え過ぎると、将来世代にその返済の負担を強いることになります。 

   そこで、人口減少時代を見据えた、次世代に負担を先送りしない持続可能な財

政構造とするため、市債発行の抑制による地方債残高の縮減に努めます。 

   また、地方債の償還や、公共施設の大規模修繕・更新時期等を踏まえた中長期

的な財政計画を策定し、持続可能な財政運営を図ります。 

 

 ⑷ 公営企業等の経営改革 

   独立採算制を基本とする公営企業（水道事業、下水道事業、農業集落排水事業）

が、必要なサービスを将来にわたって安定的に提供していくことができるよう、

中長期的な視点に基づく経営戦略の策定や、施設設備のストックマネジメント※、

適正な料金水準の設定など、公営企業の経営改革に取り組みます。 

   また、老朽化する施設の更新や、人口減少による使用料収入の減少など、経営

環境が一層厳しくなることを踏まえ、事業の広域化・共同化や、官民連携の手法

等について検討します。 

   「茨城県西部メディカルセンター」及び「筑西診療所」を運営する地方独立行

政法人茨城県西部医療機構の健全経営を図るため、市として必要な支援及び監督

を行います。 
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■図 2-2 第４次行政改革の体系図 
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１ 大綱の位置付け 

「第４次筑西市行政改革大綱」は、本市の最上位計画である「第２次筑西市総合

計画・前期基本計画」に位置付けされた「効率的な行財政運営の推進」を図るため、

本市が取り組むべき行政改革の考え方を明らかにするものです。（図 3-1） 

 

■図 3-1 大綱の位置付け 

 
 

２ 推進体制 

全庁的に改革を推進するため、行政改革推進に係る政策決定機関である「行政改

革推進本部」が主体となって、行政改革の進行管理を行います。 

取り組みの進捗状況については、市民委員からなる「行政改革推進委員会」に報

告するとともに、ホームページ等を通じて広く市民に公表し、意見等を改革の推進

に反映します。 

 

３ アクションプランの策定 

改革の重点項目に沿って、各年度の取組内容等を具体的に示した「第４次筑西市

行政改革アクションプラン」を策定します。そして、各年度終了時点の取組状況等

を調査し、報告・公表・意見聴取することにより、行政改革の進行管理を行います。 

 

４ 推進期間 

この大綱の推進期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。  

H１７ H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８

前期基本計画
Ｈ１９～Ｈ２３（５年間）

後期基本計画
Ｒ４～Ｒ８（５年間）

後期基本計画
Ｈ２４～Ｈ２８（５年間）

筑西市総合計画
基本構想 Ｈ１９～Ｈ２８（１０年間）

前期基本計画
Ｈ２９～Ｒ３（５年間）

第２次筑西市総合計画
基本構想 Ｈ２９～Ｒ８（１０年間）

第２次筑西市行政改革大綱

Ｈ２２～Ｈ２６ （５年間）

筑西市

行政改革大綱

Ｈ１９～Ｈ２１

（３年間）

第４次

筑西市行政改革大綱
Ｒ２～Ｒ６ （５年間）

第２次行政改革アクションプラン集中改革プラン

合併 １０年経過

行革の基本方針

市の最上位計画

２０年経過

第４次行政改革アクションプラン

行革の行動計画

第３次筑西市行政改革大綱

Ｈ２７～Ｒ１ （５年間）

第３次行政改革アクションプラン

毎年ローリング成果の検証

第３ 改革の進行管理 
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１ 諮問書・答申書 

 ⑴ 諮問書 

 

筑 行 革 第 ４ 号 

令和元年８月１９日 

 

筑西市行政改革推進委員会 

委員長 爲我井   茂 様 

 

筑西市長 須 藤   茂  

 

 

第４次筑西市行政改革大綱（案）について（諮問） 

 

 第４次筑西市行政改革大綱（案）について貴委員会のご意見を賜りたく、

諮問いたします。 

 

 

 

 

第４ 資料編 
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 ⑵ 答申書 

 

                          令和２年１月１６日  

 

筑西市長 須 藤   茂 様 

 

                    筑西市行政改革推進委員会 

                    委員長  爲我井    茂 

 

 

 

第４次筑西市行政改革大綱（案）について（答申） 

 

 

 令和元年８月１９日付をもって諮問のあった第４次筑西市行政改革大綱(案) 

について、本委員会で慎重に審議を重ねた結果、下記のとおり答申いたします。 

 

記 

 

 第４次筑西市行政改革大綱（案）の内容については、原案のとおり異論はな

い。ただし、決定した計画の実施にあたっては、次のことに十分配慮のうえ進

めること。 

 

１．今後の更なる少子高齢化及び人口減少を見据え、事務作業の効率化を図る

ため、ＡＩやＲＰＡ等のＩＣＴ技術を活用した「スマート自治体」への転換

を、積極的に進めること。 

 

２．「市民サービスマネジメント」では、窓口手続の簡略化やマイナンバーカ

ードを活用した市民サービスの向上に取り組むため、マイナンバーカードの

普及促進を図ること。 

 

３．「行政資源マネジメント」では、公共施設や上下水道などの老朽化が深刻

化しているため、適正配置や長寿命化対策などについて、早急に対応するこ

と。 

 

４．「歳入・歳出マネジメント」では、ふるさと納税やネーミングライツ、公

有財産の有効活用など、税外収入の増加に向けて改革に取り組むこと。 
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２ 「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項（平成27年8月28日総務省通知）」の概要 

 

１ 行政サービスのオープン化・アウトソーシング等の推進 

○民間委託等の推進 
➢ 定型的業務や庶務業務を含めた事務事業全般にわたり、民間委託等の推進の観点

から、改めて総点検を実施。 
➢ 業務の集約・大くくり化、他団体との事務の共同実施など事務の総量の確保や仕

様書の詳細化などの工夫を行い、委託の可能性を検証。 

○指定管理者制度等の活用 
➢ 公の施設について、指定管理者制度を導入済みの施設も含め、管理のあり方につ

いて検証を行い、より効果的、効率的に運営。 
➢ 複数施設の一括指定や公募前対話の導入等の参入環境の整備や施設業務の部分的

な導入等、幅広い視点から管理のあり方について検証。 

○地方独立行政法人制度の活用 
➢ 事務事業の廃止や民間譲渡の可能性を検討した上で自ら実施するよりも効率的・

効果的に行政サービスを提供できる場合に活用を検討。 

○BPRの手法やICTを活用した業務の見直し 
➢ 事務事業全般に渡って、BPRの手法を活用した業務フローの見直しやICTの活用等

を通じて業務を効率化。 
➢ 特に住民サービスに直結する窓口業務の見直しや職員の業務効率向上につながる

庶務業務等の内部管理業務の見直しは重点的に実施。 

 ２ 自治体情報システムのクラウド化の拡大  

➢ 複数団体共同でのクラウド化（自治体クラウド）は、コスト削減、業務負担の軽
減、業務の共通化・標準化、セキュリティ水準の向上及び災害に強い基盤構築の
観点から、その積極的な導入を検討。 

➢ 情報システム形態やコストの現状について正しく認識するとともに、コストシミ
ュレーション比較等を実施し、あわせて業務負担の軽減、セキュリティの向上、
災害時の業務継続性等についても考慮。 

 ３ 公営企業・第三セクター等の経営健全化 
➢ 公営企業については、中長期的な経営計画である「経営戦略」を策定し、経営基

盤強化等の取組を推進。各水道事業及び下水道事業において、「経営比較分析表
」の作成及び公表を推進。 

➢ 第三セクターについては、経営状況等の把握等に努め、財政的リスクを踏まえた
上で抜本的改革を含む不断の効率化・経営健全化に適切に取り組むことを推進。 

 ４ 地方自治体の財政マネジメントの強化 

○公共施設等総合管理計画の策定促進 
➢ 平成28年度までに、長期的視点に立って公共施設等の総合的かつ計画的な管理を

行うための計画を策定するとともに、公共施設等の集約化・複合化等に踏み込ん
だ計画となることを推進。 

○統一的な基準による地方公会計の整備促進 
➢ 原則として平成27～29年度の3年間で、固定資産台帳を含む統一的な基準による財

務書類等を作成し、予算編成等に積極的に活用。 

○公営企業会計の適用の推進 
➢ 平成27～31年度の5年間で、下水道事業及び簡易水道事業を重点事業として地方公

営企業法の全部又は一部（財務規定等）を適用し、公営企業会計に移行。 

 ５ PPP/PFIの拡大 
➢ 公共施設等運営権制度の積極的導入や公共施設の維持更新・集約化等へのPPP/PFI

手法の導入等を推進。PPP/PFIの導入に係る地方財政措置上のイコールフッティン
グを図る。 

➢ 公共施設等総合管理計画の策定を通じ、PPP/PFIの積極的活用の検討に努めるとと
もに、固定資産台帳を整備・公表を通じ、民間事業者のPPP/PFI事業への参入を促
進。 

地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について（助言通知概要） 
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３ 「自治体戦略２０４０構想研究会 第一次報告（平成30年4月）」の概要 

 

○ ２０４０年頃を見据えた自治体戦略の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少が進み、我が国を取り巻く環境に不確実さが増す中でも、地方自治体が、

安定して、持続可能な形で、住民サービスを提供し続けることが必要。 

 

 

 

 

 

 

  

人口増加モデルの総決算を行い、人口減少時代に合った
新しい社会経済モデルを検討することが必要。

➢ 人口増加を前提としてきた制度や運用は、人口減少下では、

そのまま適用しても所期の効果を発揮できない可能性。
※ まもなく更新時期を迎えるインフラや公共施設のうち、対象人口が減少する中で、

何を残し、何を活かすのか。サービスの供給体制も、将来の人口構成に合わせて、
どう最適化するか。

○ 物的・人的投資を更新すべき時期であるからこそ、21世紀中盤の

社会経済に対応する新たな行政のストラクチャーを構成する
チャンス。

 

・これまでの地方行革により職員数は減少。人口減少が進む2040年頃には、更に少な

い職員数での行政運営が必要になる可能性がある。 

・社会保障に係る経費や老朽化した公共施設・インフラの更新に要する費用の増大が

想定される。 

自治体行政の課題 

 

 日本の総人口は、2008年の１億2,808万人をピークに減少し始め、国立社会保障・

人口問題研究所の推計（平成29年推計）によると、2040年には総人口が１億1,092万

人となる。また、若年人口及び生産年齢人口割合が減少し、2042年には高齢者人口が

ピークを迎える（高齢化率36.1％）見込みである。 

２０４０問題とは 
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４ 「自治体戦略２０４０構想研究会 第二次報告（平成30年7月）」の概要 

 

○ 新たな自治体行政の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・人口減少により労働力の絶対量が不足することが予想される。将来の住民と自治体

職員のために、現時点から、業務のあり方を変革していかなければならない。 

・破壊的技術※（ＡＩやロボティクスなど）を駆使し、従来の半分の職員でも自治体

として本来担うべき機能が発揮できる仕組みを構築するとともに、職員は企画立案

業務や住民への直接的なサービス提供など、職員でなければできない業務に注力す

る「スマート自治体」へと転換する必要がある。 

・ＡＩやロボティクスなどの導入を推進するためにも、自治体ごとに異なる情報シス

テムや申請様式等の標準化・共通化を進める必要がある。 

 

＜破壊的技術（AI・ロボティクス等）を使いこなすスマート自治体へ＞ 

 

 

 

＜自治体行政の標準化・共通化＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状＞

Ａ市 Ｂ市

職員による事務処理

情報
システム等

情報
システム等

カスタマイズ＝個別投資

＜スマート自治体＞

Ａ市 Ｂ市

労
働
力
制
約
の
下
で
も

本
来
の
機
能
を
発
揮

重複投資を
やめる

情報システム等の
共通基盤（標準化）

ＡＩ・ロボティクス
による自動処理など

スマート自治体への転換 

□ 経営資源が大きく制約されることを前提に、従来の半分の職員でも自治体

が本来担うべき機能を発揮できる仕組みが必要。 

□ 全ての自治体で、AI・ロボティクスが処理できる事務作業は全てAI・ロボティ

クスによって自動処理するスマート自治体へ転換する必要。 

□ 標準化された共通基盤を用いた効率的なサービス提供体制へ。 

□ 自治体ごとの情報システムへの重複投資をやめる枠組みが必要。円滑に

統合できるように、期限を区切って標準化・共通化を実施する必要。 

⇒ 自治体の情報システムや申請様式の標準化・共通化を実効的に進めるた

めには、新たな法律が必要となるのではないか。 
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５ 用語の解説 

 

【５０音順】 

（カ） 

・（普通交付税の）合併
がっぺい

算定
さんてい

替
がえ

 

   合併年度及びこれに続く１０年間、合併前の市町村がそのまま存続した場合と

想定して普通交付税が算定される優遇措置のことです。その後の５年間で、合併

後の団体として算定される本来の交付税額まで段階的に縮減されていきます。 

  〔関連語：普通交付税〕 

 

・元利
が ん り

償還
しょうかん

金
きん

 

   地方債の返済金であり、元金と利子が含まれます。 

  〔関連語：地方債〕 

 

・機関
き か ん

委任
い に ん

事務
じ む

制度
せ い ど

 

   都道府県知事や市町村長が、法令に基づいて国から委任され、国の機関として

処理する事務のことです。法的には国が委任した国の事務であって、地方公共団

体の事務とはされていませんでした。 

 

・行政
ぎょうせい

評価
ひょうか

 

   行政が行う施策や事務事業を、一定の目的や基準によって客観的に評価し、そ

の結果を改善・改革に結びつける手法です。 

 

・公営
こうえい

企業
きぎょう

 

   水道・下水道事業や病院事業など、地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサ

ービスを提供する事業を行うため、公共団体が経営する企業活動を総称して公営

企業といいます。 

 

（サ） 

・指定
し て い

管理者
か ん り し ゃ

制度
せ い ど

 

   地方自治体が設置した公の施設の管理運営について、民間事業者等に包括的な

管理運営を任せることができる制度で、民間事業者等が有するノウハウを活用し、

住民サービスの向上及び経費の節減等を図るものです。 
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・受益者
じゅえきしゃ

負担
ふ た ん

 

   行政サービスを受けることによる便益の対価として、サービスの提供にかかるコ

ストの一部を、サービスの受益者（利用者）に負担していただくことです。 

 

・スクラップ・アンド・ビルド 

   新しい事業等を立ち上げる場合に、既存の事業を改廃し、全体として事業数の

肥大化を防ぐための業務の見直し方法の一つです。 

 

・ストックマネジメント 

   ストック（公共施設、設備等）が安全に保たれるよう、点検・調査により状態を確

認し、維持管理や修繕等を適切に行うことで、長寿命化とライフサイクルコストの低

減を図る一連の手法をいいます。 

  〔関連：ライフサイクルコスト〕 

 

（タ） 

・定員
ていいん

適正化
て き せ い か

計画
けいかく

 

   簡素で効率的な行政体制の整備と人件費の抑制を図るため、退職予定者や新規

採用予定者を含めた職員定員の数値目標を定めた計画です。 

 

・地方債
ち ほ う さ い

 

   地方公共団体が資金を外部から借り入れることによる債務で、その履行が一会

計年度を超えて行われるものをいいます。原則として、公共施設や道路、水道、

下水道の整備など、投資的経費の財源に充てられます。 

  〔関連：投資的経費〕 
 

・提案
ていあん

募集
ぼしゅう

方式
ほうしき

 

   内閣府が推進する、個々の自治体などから、地方分権改革に関する提案を広く

募集し、提案の実現に向けて検討を行う制度です。 
 

・低
てい

未
み

利
り

用
よう

地
ち

 

   利用目的をもって取得した土地であっても、計画が変更又は廃止され、長い間

使用されていない土地や、公共施設が用途廃止され、跡地利用がされていない土

地をいいます。 
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・投資的
と う し て き

経費
け い ひ

 

   道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅、公民館などの公共用施設の建設や、

大規模修繕、大型備品の購入など、将来に残る公共投資に要する経費（普通建設

事業費）と災害復旧費を合わせたものです。 

 

（ナ） 

・内部
な い ぶ

統制
とうせい

制度
せ い ど

 

   組織内において、業務を適切に進めるためのルール・手続を設けて、組織内の

すべての人がそのルールに基づいて業務を遂行するための仕組みのことです。 

   地方公共団体における内部統制とは、市長自らが市の事務処理の適正さを確保

する上でのリスクを評価し、コントロールする取組のことです。 

 

（ハ） 

・破壊的
は か い て き

技術
ぎじゅつ

 

   従来の価値基準を変えるような、優れた特長を持つ新技術のことです。ＡＩや

ＲＰＡのようなＩＣＴ分野に変革をもたらす先進的技術のことをいいます。 

  〔関連：ＡＩ、ＲＰＡ、ＩＣＴ〕 
 

・扶助費
ふ じ ょ ひ

 

   生活保護費、医療費の助成、介護の援助、児童手当等の支給、就学援助や保育

所の運営費など、各種福祉施策の支出に要する経費です。 

 

・普通
ふ つ う

交付税
こ う ふ ぜ い

 

   地方公共団体間の財源の過不足を調整し、財政力の格差を解消するために、所

得税や法人税などの国税の一定割合を原資として、国から交付される資金のこと

です。 

 

（マ） 

・マイナンバーカード 

   マイナンバー（個人番号）が記載された顔写真付きのカードです。本人確認の

ための身分証明書として利用できるほか、諸証明書のコンビニ交付など行政サー

ビスで利用できます。 
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（ラ） 

・ライフサイクルコスト 

   公共施設の維持管理費用を、設計・建設・維持管理・運営・廃棄の段階をトー

タルして考えたものです。訳語として生涯費用と呼ばれています。 

 

・臨時
り ん じ

財政
ざいせい

対策債
たいさくさい

 

   地方交付税の原資不足を補うため、地方公共団体が特例として発行する地方債

です。 

  〔関連：地方債〕 

 

（Ａ～Ｚ） 

・ＡＩ
エーアイ

（アーティフィシャル・インテリジェンス） 

   一般的に「人工知能」と呼ばれる、人間の脳が行っている学習や判断などの知

的営みをコンピュータに模倣させる技術のことです。 

 

・ＩＣＴ
アイシーティー

（インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー） 

   情報通信技術を利用したコミュニケーションを意味します。ＩＣＴの活用によ

って教育、医療、介護、福祉などの公共分野への活用が期待されています。 

 

・ＰＦＩ
ピーエフアイ

（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ） 

   ＰＰＰの手法の一つで、公共施設の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の

資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的

かつ効果的な公共サービスの提供を図るものです。 

  〔関連語：ＰＰＰ〕 

 

・ＰＰＰ
ピーピーピー

（パブリック・プライベート・パートナーシップ） 

   行政と民間が連携（官民連携）して公共サービスの提供を行う手法の総称です。 

  〔関連語：ＰＦＩ〕 

 

・ＲＰＡ
アールピーエー

（ロボティック・プロセス・オートメーション） 

   パソコン上にロボット（特定の業務を自動化するために設定されたソフトウェ

ア）を立ち上げ、マウスやキーボード操作など、決まった手順の事務を自動処理

し、業務の省力化を図る技術です。 
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